
悪質商法

【利用できる方】
札幌市内に在住、通勤、通学する、おおむね10人以上が参加予定の団体

【講師派遣料】
無料（会場は主催団体でご用意ください。）

【講座時間】
60～90分（ご相談ください。）

【お申し込み】
実施の１か月前までに担当課にご連絡の上、申込書をご提出ください。

悪質商法

知って 特殊詐欺

札幌市の出前講座をご活用ください

【テーマ】振り込め詐欺被害に遭わないために
【講師】札幌市市民文化局区政課職員
【申込】２１１－２２５２

特殊詐欺

【テーマ】問題商法～最近の事例から～
【講師】札幌市消費者センター派遣講座講師
【派遣時間】平日 10：00～16：00
【申込】７２８－３１３１


